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(57)【要約】
スマート移動補助装置は、活動追跡、バイオメトリクス
、安全及び非常的な特徴を含むがこれらに限定されない
データを収集、モニター、分析及び表示するためのセン
サを備える。活動追跡は、歩数、マイル、活動速度、装
置に対する利用者の圧力、活動タイプ及び分析を含む。
利用者のバイオメトリクスは、血液検査、血圧、血糖、
心拍数、酸素レベル／酸素率、ＥＣＧ、ＥＭＧ、筋挫傷
、湿度、紫外線、身体温度を含むがこれらに限定されな
いデータを含む。更なる特徴は、非常ボタン、転倒検出
、警報及び利用者パターン分析の変更を含む。当該装置
は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｗｉ－Ｆｉ（登
録商標）、及び／又はＳＩＭカードを含むがこれらに限
定されない手段を利用して他のスマート電子デバイス及
び／又はインターネットに接続され、データ表示方法に
よって利用者又は／及び介護者に利用者の健康メトリク
ス及び指標に関するライブフィードバックを提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スマート移動装置の利用者が把持するためのハンドルと、
　ハンドルの中における利用者がハンドルを握っているときに見える表示部と、
　利用者の日常活動の情報を収集するために、スマート移動装置に搭載された１つ以上の
活動追跡コンポーネントと、
　収集された利用者の日常活動の情報を保存するための電子メモリと、
　利用者の日常活動の情報をスマート移動装置の電子メモリからクラウド、遠隔サーバー
、又は他の電子デバイスへ伝送するための１つ以上の電子通信コンポーネントと、
　を含む、スマート移動装置。
【請求項２】
　表示部は、タッチスクリーンを含む、請求項１に記載のスマート移動装置。
【請求項３】
　更にＧＰＳコンポーネントを備え、スマート移動装置に設けられているスピーカーによ
る音声信号の出力又はスマート移動装置の利用者に振動信号の出力に伴い、表示部におけ
るターンバイターン（turn-by-turn）視覚案内を備える、請求項１に記載のスマート移動
装置。
【請求項４】
　前記ハンドルは、把持センサを備え、スマート移動装置の利用者が当該把持センサを握
るときにスマート移動装置を電源オン及び電源オフするように利用される、請求項１に記
載のスマート移動装置。
【請求項５】
　前記１つ以上の電子コンポーネントは、ＳＩＭカード、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）通信モ
ジュール又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信モジュールである、請求項１に記載の
スマート移動装置。
【請求項６】
　前記１つ以上の電子通信コンポーネントは、移動体通信ネットワーク（cellular netwo
rk）、アプリ・プッシュ通知（app push notification）、サードパーティ更新（third p
arty update）、又はウェブサイト（website update）更新を利用して通信を提供する、
請求項１に記載のスマート移動装置。
【請求項７】
　前記スマート移動装置の利用において、利用者は、スマート移動装置を通じてクラウド
ベースのソフトウエアプラットフォームからアプリケーション及びサービスを受ける、請
求項１に記載のスマート移動装置。
【請求項８】
　前記スマート移動装置の利用において、利用者は、スマート移動装置を通じてクラウド
ベースのソフトウエアプラットフォームからのサービスをオーダーし、サービスを受ける
、請求項１に記載のスマート移動装置。
【請求項９】
　前記スマート移動装置の利用において、利用者は、スマート移動装置を通じて移動体通
信ネットワークからのサービスをオーダーし、サービスを受ける、請求項１に記載のスマ
ート移動装置。
【請求項１０】
　前記スマート移動装置の利用において、利用者は、スマート移動装置を通じてアップリ
ケ－ションストアからアプリケーション及びサービスを受ける、請求項１に記載のスマー
ト移動装置。
【請求項１１】
　前記１つ以上の電子通信コンポーネントは、スマートデバイスを利用したスマート移動
装置に利用者のデータ入力に備える、請求項１に記載のスマート移動装置。
【請求項１２】
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　前記スマートデバイスは、スマートフォン、スマートウオッチ、スマートグラス、タブ
レット、ノートパソコン、又はコンピュータである、請求項１１に記載のスマート移動装
置。
【請求項１３】
　前記スマート移動装置の利用において、表示部は、ゲームにおける利用者の目標に基づ
いて利用者の進歩に関する情報を提供する、請求項１に記載のスマート移動装置。
【請求項１４】
　前記スマート移動装置の利用において、表示部は、ソーシャルゲームにおける利用者の
活動追跡が他の利用者に比較された結果に関する情報を提供する、請求項１に記載のスマ
ート移動装置。
【請求項１５】
　前記メモリは、スマート移動装置の利用者の日常活動パターンに関する情報を含む、請
求項１に記載のスマート移動装置。
【請求項１６】
　前記日常活動パターンは、スマート移動装置の利用者の投薬スケジュールのための通知
である、請求項１に記載のスマート移動装置。
【請求項１７】
　前記投薬スケジュールのための通知は、スマート移動装置から自動的に介護者、医者ま
たは関係者に送信される、請求項１６に記載のスマート移動装置。
【請求項１８】
　前記スマート移動装置は、携帯端末決済システムとともに使用されるように適合され、
構成される、請求項１に記載のスマート移動装置。
【請求項１９】
　再充電可能な電池がスマート移動装置の内部に設けられ、ワイヤレス充電に適合され、
構成される、請求項１に記載のスマート移動装置。
【請求項２０】
　再充電可能な電池がスマート移動装置の内部に設けられ、セルフ着脱マグネチックプラ
グ（self-plugging magnetic plug）を利用した充電に適合され、構成される、請求項１
に記載のスマート移動装置。
【請求項２１】
　再充電可能な電池がスマート移動装置の内部に設けられ、スマート移動補助装置の一部
がスマート移動装置の充電のために構成された充電パッドに設置されたときに、ワイヤレ
ス充電するように適合され、構成される、請求項１に記載のスマート移動装置。
【請求項２２】
　前記スマート移動装置は、血液検査、血圧、血糖、心拍数、酸素レベル／酸素率、ＥＣ
Ｇ、ＥＭＧ、筋挫傷、湿度、紫外線、又は身体温度などの測定から選択されるスマート移
動装置の利用者のバイオメトリクスを検出するためのセンサを更に備える、請求項１に記
載のスマート移動装置。
【請求項２３】
　前記スマート移動装置は、加速度計、ジャイロスコープ、ＭＥＭＳ磁力計、気圧センサ
、温度センサ、マイクロコントローラ、フラッシュメモリ、デジタル運動プロセッサー、
運動処理ライブラリ又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）低エネルギー無線コンポーネン
トから選択される１つ以上のスマート移動装置の利用者の活動追跡コンポーネントを更に
備える、請求項１に記載のスマート移動装置。
【請求項２４】
　前記スマート移動装置は、直線加速、方位、高度、温度、角速度、又は角度位置の機能
を更に有する、請求項１に記載のスマート移動装置。
【請求項２５】
　前記スマート移動装置は、杖のように適合され、構成される、請求項１－２４のいずれ
か１項に記載のスマート移動装置。
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【請求項２６】
　前記スマート移動装置は、歩行器のように適合され、構成される、請求項１－２４のい
ずれか１項に記載のスマート移動装置。
【請求項２７】
　前記スマート移動装置は、松葉杖のように適合され、構成される、請求項１－２４のい
ずれか１項に記載のスマート移動装置。
【請求項２８】
　前記スマート移動装置は、スクーターのように適合され、構成される、請求項１－２４
のいずれか１項に記載のスマート移動装置。
【請求項２９】
　前記スマート移動装置は、車椅子のように適合され、構成される、請求項１－２４のい
ずれか１項に記載のスマート移動装置。
【請求項３０】
　前記スマート移動装置は、指紋センサを更に備える、請求項１－２９のいずれか１項に
記載のスマート移動装置。
【請求項３１】
　前記スマート移動装置は、ソフトウエアプラットフォーム又はアプリケーションストア
から提供されるサービスの支払い方法としてスマート移動装置の利用者に利用される、請
求項１－３０のいずれか１項に記載のスマート移動装置。
【請求項３２】
　前記スマート移動装置は、携帯端末決済システムと一体化される、請求項３１に記載の
スマート移動装置。
【請求項３３】
　前記スマート移動装置は、非常ボタンを更に備え、前記非常ボタンが押されたときに、
一人以上の介護者又は９１１救急サービスとの通信が確立される、請求項１－３２のいず
れか１項に記載のスマート移動装置。
【請求項３４】
　スマート杖の利用者の手によって把持されるように適合されているハンドルと、
　一端部が基部を備え、他端部がハンドルに連結されるように構成されている本体と、
　ハンドルの中に設けられ、利用者がハンドルを握っているときに見える表示部と、
　利用者の日常活動の情報を収集するために、スマート杖に搭載されている１つ以上の活
動追跡コンポーネントと、
　収集された利用者の日常活動の情報を保存するための電子メモリと、
　利用者の日常活動の情報をスマート杖の電子メモリから他の電子デバイスへ伝送するた
めの１つ以上の電子通信コンポーネントと、
を含む、多機能スマート杖。
【請求項３５】
　前記表示部は、タッチスクリーンを含む、請求項３４に記載のスマート杖。
【請求項３６】
　前記スマート杖は、更にＧＰＳコンポーネントを備え、スマート杖に設けられているス
ピーカーによる音声信号の出力又はスマート杖の利用者に振動信号の出力に伴い、表示部
におけるターンバイターン（turn-by-turn）視覚案内を備える、請求項３４に記載のスマ
ート移動装置。
【請求項３７】
　前記ハンドルは、把持センサを備え、スマート杖の利用者が前記把持センサを握るとき
にスマート杖を電源オン及び電源オフするように利用される、請求項３４に記載のスマー
ト杖。
【請求項３８】
　前記１つ以上の電子通信コンポーネントは、ＳＩＭカード、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）通
信モジュール、又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信モジュールである、請求項３４
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に記載のスマート杖。
【請求項３９】
　前記１つ以上の電子通信コンポーネントは、移動体通信ネットワーク（cellular netwo
rk）、アプリ・プッシュ通知（app push notification）、サードパーティアップデート
（third party update）、又はウェブサイトアップデート（website update）を利用して
通信を提供する、請求項３４に記載のスマート杖。
【請求項４０】
　前記スマート杖の利用において、利用者は、スマート杖を通じてクラウドベースのソフ
トウエアプラットフォームからアプリケーション及びサービスを受ける、請求項３４に記
載のスマート杖。
【請求項４１】
　前記スマート杖の利用において、利用者は、スマート杖を通じてアップリケ－ションス
トアからアプリケーション及びサービスを受ける、請求項３４に記載のスマート杖。
【請求項４２】
　前記１つ以上の電子通信コンポーネントは、スマートデバイスを利用したスマート杖に
利用者のデータ入力に備える、請求項３４に記載のスマート杖。
【請求項４３】
　前記スマートデバイスは、スマートフォン、スマートウオッチ、スマートグラス、又は
タブレットである、請求項４２に記載のスマート杖。
【請求項４４】
　前記スマート杖の利用において、表示部は、ゲームにおける利用者の目標に基づいて利
用者の進歩に関する情報を提供する、請求項３４に記載のスマート杖。
【請求項４５】
　前記スマート杖の利用において、表示部は、ソーシャルゲームにおける利用者の活動追
跡が他の利用者に比較された結果に関する情報を提供する、請求項３４に記載のスマート
杖。
【請求項４６】
　前記メモリは、スマート杖の利用者の日常活動パターンに関する情報を含む、請求項３
４に記載のスマート杖。
【請求項４７】
　前記日常活動パターンは、スマート杖の利用者の投薬スケジュールのための通知である
、請求項３４に記載のスマート杖。
【請求項４８】
　前記投薬スケジュールのための通知は、スマート杖から自動的に介護者、医者または関
係者に送信される、請求項４７に記載のスマート杖。
【請求項４９】
　前記スマート杖は、携帯端末決済システムとともに使用されるように適合され、構成さ
れる、請求項３４に記載のスマート杖。
【請求項５０】
　再充電可能な電池がスマート杖の内部に設けられ、無線充電に適合され、構成される、
請求項３４に記載のスマート杖。
【請求項５１】
　再充電可能な電池がスマート杖の内部に設けられ、セルフ着脱マグネチックプラグ（se
lf-plugging magnetic plug）を利用した充電に適合され、構成される、請求項３４に記
載のスマート杖。
【請求項５２】
　再充電可能な電池がスマート杖の内部に設けられ、スマート移動補助装置の一部がスマ
ート杖の充電のために構成された充電パッドに設置されたときに、ワイヤレス充電するよ
うに適合され、構成される、請求項３４に記載のスマート杖。
【請求項５３】
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　前記スマート杖は、血液検査、血圧、血糖、心拍数、酸素レベル／酸素率、ＥＣＧ、Ｅ
ＭＧ、筋挫傷、湿度、紫外線、又は身体温度などの測定から選択されるスマート杖の利用
者のバイオメトリクスを検出するためのセンサを更に備える、請求項３４に記載のスマー
ト杖。
【請求項５４】
　前記スマート杖は、加速度計、ジャイロスコープ、ＭＥＭＳ磁力計、気圧センサ、温度
センサ、マイクロコントローラ、フラッシュメモリ、デジタル運動プロセッサー、運動処
理ライブラリ又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）低エネルギー無線コンポーネントから
選択される１つ以上のスマート杖の利用者の活動追跡コンポーネントを更に備える、請求
項３４に記載のスマート杖。
【請求項５５】
　前記スマート杖は、直線加速、方位、高度、温度、角速度、又は角度位置の機能を更に
有する、請求項３４に記載のスマート杖。
【請求項５６】
　スマート杖の利用者の手によって把持されるように適合されたハンドルと、
　一端部が基部を備え、他端部がハンドルに連結されるように構成されている本体と、
　スマート杖の利用者の指紋を識別するために、ハンドルの上に設けられている指紋セン
サと、
　利用者の日常活動の情報を収集するために、スマート杖に搭載されている１つ以上の活
動追跡コンポーネントと、
　収集された利用者の日常活動の情報を保存するための電子メモリと、
を含む、多機能スマート杖。
【請求項５７】
　ハンドルの上に設けられ、利用者がハンドルを握っているときに見える表示部を備える
、請求項５６に記載のスマート杖。
【請求項５８】
　利用者の日常活動の情報をスマート杖の電子メモリから他の電子デバイスへ伝送するた
めの１つ以上の電子通信コンポーネントを更に備える、請求項５６又は５７のいずれか１
項に記載のスマート杖。
【請求項５９】
　前記指紋センサは、スマート杖の利用者のアカウントをアクセス可能にするように適合
され、構成される、請求項５６－５８のいずれか１項に記載のスマート杖。
【請求項６０】
　前記指紋センサは、スマート杖の利用者の活動を追跡可能にするように適合され、構成
される、請求項５６－５９のいずれか１項に記載のスマート杖。
【請求項６１】
　前記表示部は、タッチスクリーンを含む、請求項５７に記載のスマート杖。
【請求項６２】
　前記スマート杖は、更にＧＰＳコンポーネントを備え、スマート杖に設けられているス
ピーカーによる音声信号の出力又はスマート杖の利用者に振動信号の出力に伴い、表示部
におけるターンバイターン（turn-by-turn）視覚案内を備える、請求項５６－６１のいず
れか１項に記載のスマート杖。
【請求項６３】
　前記ハンドルは、把持センサを備え、スマート杖の利用者が前記把持センサを握るとき
にスマート杖を電源オン及び電源オフするように利用される、請求項５６に記載のスマー
ト杖。
【請求項６４】
　前記１つ以上の電子通信コンポーネントは、ＳＩＭカード、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）通
信モジュール、又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信モジュールである、請求項５８
に記載のスマート杖。
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【請求項６５】
　前記１つ以上の電子通信コンポーネントは、移動体通信ネットワーク（cellular netwo
rk）、アプリ・プッシュ通知（app push notification）、サードパーティアップデート
（third party update）、又はウェブサイトアップデート（website update）を利用して
通信を提供する、請求項５８に記載のスマート杖。
【請求項６６】
　前記スマート杖の利用において、利用者は、スマート杖を通じてクラウドベースのソフ
トウエアプラットフォームからアプリケーション及びサービスを受ける、請求項５６－６
５のいずれか１項に記載のスマート杖。
【請求項６７】
　前記スマート杖の利用において、利用者は、スマート杖を通じてアップリケ－ションス
トアからアプリケーション及びサービスを受ける、請求項５６－６６のいずれか１項に記
載のスマート杖。
【請求項６８】
　前記１つ以上の電子通信コンポーネントは、スマートデバイスを利用したスマート杖に
利用者のデータ入力に備える、請求項６４又は６５のいずれか１項に記載のスマート杖。
【請求項６９】
　前記スマートデバイスは、スマートフォン、スマートウオッチ、スマートグラス、又は
タブレットである、請求項６８に記載のスマート杖。
【請求項７０】
　前記メモリは、スマート杖の利用者の日常活動パターンに関する情報を含む、請求項５
６に記載のスマート杖。
【請求項７１】
　前記日常活動パターンは、スマート杖の利用者の投薬スケジュールのための通知である
、請求項７０に記載のスマート杖。
【請求項７２】
　前記投薬スケジュールのための通知は、スマート杖から自動的に介護者、医者または関
係者に送信される、請求項７１に記載のスマート杖。
【請求項７３】
　前記スマート杖は、携帯端末決済システムとともに使用されるように適合され、構成さ
れる、請求項５６－７２のいずれか１項に記載のスマート杖。
【請求項７４】
　前記スマート杖は、血液検査、血圧、血糖、心拍数、酸素レベル／酸素率、ＥＣＧ、Ｅ
ＭＧ、筋挫傷、湿度、紫外線、又は身体温度などの測定から選択されるスマート杖の利用
者のバイオメトリクスを検出するためのセンサを更に備える、請求項５６－７３のいずれ
か１項に記載のスマート杖。
【請求項７５】
　前記スマート杖は、加速度計、ジャイロスコープ、ＭＥＭＳ磁力計、気圧センサ、温度
センサ、マイクロコントローラ、フラッシュメモリ、デジタル運動プロセッサー、運動処
理ライブラリ又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）低エネルギー無線コンポーネントから
選択される１つ以上のスマート杖の利用者の活動追跡コンポーネントを更に備える、請求
項５６に記載のスマート杖。
【請求項７６】
　前記スマート杖は、直線加速、方位、高度、温度、角速度、又は角度位置の機能を更に
有する、請求項５６に記載のスマート杖。
【請求項７７】
　前記スマート杖は、光センサにより操作可能な照明を備える、請求項３４－５５又は５
６－７６のいずれか１項に記載のスマート杖。
【請求項７８】
　前記照明は、光センサが暗さを検出したときに自動的に点灯される、請求項７７に記載
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のスマート杖。
【請求項７９】
　前記杖は、暗中で容易に発見されるように、選択される鮮やかな色を有する、請求項７
７又は７８のいずれか１項に記載のスマート杖。
【請求項８０】
　前記杖は、サイズを縮小するために、折り畳むように適合され、構成される、請求項３
４－５５又は５６－７６のいずれか１項に記載のスマート杖。
【請求項８１】
　前記杖は、自動的に折り畳む又は広げるための展開ボタンを更に備える、請求項８０に
記載のスマート杖。
【請求項８２】
　前記杖は、スマート杖の利用者によって容易に位置決めされるように、音を発生するよ
うに適合され、構成される、請求項３４－５５又は５６－７６のいずれか１項に記載のス
マート杖。
【請求項８３】
　前記杖は、スマートデバイスとともに作動するＧＰＳシステムを利用して位置特定され
るように適合され、構成される、請求項３４－５５又は５６－７６のいずれか１項に記載
のスマート杖。
【請求項８４】
　前記杖は、一の基部タイプを外して他の基部タイプに取り替え可能な基部交換機構を更
に備える、請求項３４－５５又は５６－７６のいずれか１項に記載のスマート杖。
【請求項８５】
　利用者の好みによって、一の基部タイプが外され、他の基部タイプの取り替えが決めら
れる、請求項８４に記載のスマート杖。
【請求項８６】
　スマート杖のアドバイスによって、一の基部タイプが外され、他の基部タイプの取り替
えが決められる、請求項８４に記載のスマート杖。
【請求項８７】
　前記一の基部タイプ及び前記他の基部タイプは、基本型基部、三脚型基部、柔軟型基部
、及びアイスチップ型基部の中から選択される、請求項８５又は８６のいずれか１項に記
載のスマート杖。
【請求項８８】
　前記杖は、非常ボタンを更に備え、前記非常ボタンが押されたときに、一人以上の介護
者又は９１１救急サービスとの通信が確立される、請求項３４－５５又は５６－７６のい
ずれか１項に記載のスマート杖。
【請求項８９】
　スマート移動補助装置の常用される期間中に利用者の健康パラメーターをモニタリング
するために、スマート移動補助装置に設けられた１つ以上の健康モニタリングセンサから
データを収集するステップと、
　収集ステップから得られたデータを分析するステップと、
　分析ステップに基づいて、利用者又は関係者に推奨を提示するステップと、
　を含む、スマート移動補助装置の使用者の活動を追跡するためにスマート移動補助装置
の利用方法。
【請求項９０】
　前記１つ以上の健康モニタリングセンサは、スマート移動補助装置の使用者の１つ以上
のバイオメトリクスを検出するセンサを含む、請求項８９に記載の方法。
【請求項９１】
　前記健康パラメーターは、血圧、心拍数、酸素レベル、酸素率、ＥＣＧ、ＥＭＧ、筋挫
傷又は身体温度の中の１つ以上のパラメーターである、請求項８９に記載の方法。
【請求項９２】
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　前記スマート移動補助装置の常用は、歩行、ステッピング、タッピング、又は日常の活
動パターンを生成するためにスマート移動補助装置を利用することである、請求項８９に
記載の方法。
【請求項９３】
　前記スマート移動補助装置の常用は、スマート移動補助装置の利用者の活動追跡を含む
、請求項８９に記載の方法。
【請求項９４】
　前記活動追跡は、スマート移動補助装置の利用者の歩数をカウンティングすることを含
む、請求項９３に記載の方法。
【請求項９５】
　前記活動追跡は、活動速度を記録することを含む、請求項９４に記載の方法。
【請求項９６】
　前記移動補助装置は、スマート杖であって、前記活動追跡は、杖における運動センサ及
び圧力センサに対するモニタリングを含む、請求項９３に記載の方法。
【請求項９７】
　前記収集ステップは、運動センサを利用して始動された現在の活動を決定することを更
に含む、請求項８９に記載の方法。
【請求項９８】
　前記方法は、現在の活動の始動時間を提供するとともに、現在の活動の持続期間を記録
する、請求項９７に記載の方法。
【請求項９９】
　前記現在の活動は、歩く、走る、座る、テレビを見る、又はバスルームに行く行動であ
る、請求項９７に記載の方法。
【請求項１００】
　前記収集ステップは、移動補助装置に設けられた画面を利用してスマート移動補助装置
の使用者に関する情報を入力することを更に含む、請求項８９に記載の方法。
【請求項１０１】
　前記収集ステップは、１つ以上のスマートデバイスを利用してスマート移動補助装置の
使用者に関する情報を入力することを更に含む、請求項８９に記載の方法。
【請求項１０２】
　前記１つ以上のスマートデバイスは、スマートフォン、スマートウオッチ、スマートグ
ラス、又はタブレットである、請求項１０１に記載の方法。
【請求項１０３】
　前記収集された情報及びデータを表示するステップは、スマートフォンによって実行さ
れる、請求項８９に記載の方法。
【請求項１０４】
　前記収集された情報及びデータの表示は、異なるスマート移動補助装置を利用するよう
に推奨することを含む、請求項８９に記載の方法。
【請求項１０５】
　前記推奨は、スマート移動杖の使用者をスマート移動歩行器の使用者への転換を含む、
請求項１０４に記載の方法。
【請求項１０６】
　前記データを分析するステップは、スマート移動補助装置において実行され、移動装置
と通信しているスマートデバイスにおいて実行され、又は遠隔サーバーにおいて実行され
る、請求項８９に記載の方法。
【請求項１０７】
　前記分析ステップは、予測分析の実行を含む、請求項８９に記載の方法。
【請求項１０８】
　前記分析ステップは、人工知能アルゴリズムを含む、請求項８９に記載の方法。
【請求項１０９】
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　前記表示ステップは、利用者又は任意の関係者に、スマート移動補助装置を利用してい
る使用者の行動に関するライブフィードバックを提供することを含む、請求項８９に記載
の方法。
【請求項１１０】
　前記表示ステップは、動的ターゲットに向かう行動に基づいて動機付けのライブフィー
ドバックを利用者に提供することを含む、請求項８９に記載の方法。
【請求項１１１】
　前記表示ステップは、ソーシャルゲーミングを通じて他のスマート移動補助装置の利用
者との比較に基づいたフィードバックを利用者に提供することを含む、請求項８９に記載
の方法。
【請求項１１２】
　前記方法は、人工知能アルゴリズムと動作センサからの入力とをあわせて利用すること
によって、スマート移動補助装置の利用者の転倒と、スマート移動補助装置の落下とを識
別することを更に含む、請求項８９に記載の方法。
【請求項１１３】
　スマート移動補助装置の利用者が転倒した場合は、次のステップとして、介護者に非常
通知又は警報を発信する、或いは９１１救急サービス提供者を呼ぶことが実行される、請
求項１１２に記載の方法。
【請求項１１４】
　前記方法は、スマート移動補助装置の利用者がそのスマート移動補助装置と伴う活動に
関して収集された情報から、スマート移動補助装置の利用者の日常活動パターンを生成す
ることを更に含む、請求項８９に記載の方法。
【請求項１１５】
　前記方法は、距離センサからの入力を検出することを更に含み、表示ステップは、距離
センサによって検出された物体又は障害物を利用者に警報することを含む、請求項８９に
記載の方法。
【請求項１１６】
　前記表示は、スマート移動補助装置に備えつけられているＧＰＳセンサに基づいたター
ンバイターン（turn-by-turn）視覚、音声、又は振動案内の提供を更に含む、請求項８９
に記載の方法。
【請求項１１７】
　前記表示は、スマート移動補助装置の使用者の健康状態の指標を提供することを更に含
む、請求項８９に記載の方法。
【請求項１１８】
　前記健康状態の指標は、光、ＬＥＤライト、音声、振動、又は図形の形式によって提供
される、請求項１１７に記載の方法。
【請求項１１９】
　収集ステップの一部において、分析ステップ、又は表示ステップは、スマート移動補助
装置に設けられている通信モジュールを利用して、収集されたデータの一部を他のデバイ
スへ伝送することを更に含む、請求項８９－１１８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２０】
　前記他のデバイスは、スマートフォン、スマートウオッチ、タブレット、又はスマート
グラスである、請求項１１９に記載の方法。
【請求項１２１】
　前記方法は、移動補助装置に設けられている画面の構成、タッチスクリーン、スマート
移動補助装置に設けられているスピーカーからの音声コマンド、スマート移動補助装置よ
り発生した振動、又は他の電子デバイスを利用して、スマート移動補助装置の使用者に、
収集されたスマート移動補助装置の情報及びデータを通信することを更に含む、請求項８
９－１１８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２２】
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　前記他の電子デバイスは、スマートフォン、スマートウオッチ、又はスマートグラスで
ある、請求項１２１に記載の方法。
【請求項１２３】
　スマート移動補助装置の使用者を識別するために指紋センサを利用することを更に含む
、請求項８９－１２２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２４】
　スマート移動補助装置の使用者に割り当てられたアカウントのサインイン又はサインア
ウトのために指紋センサを利用することを更に含む、請求項８９－１２３のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１２５】
　スマート移動補助装置の使用者の活動を追跡するために指紋センサを利用することを更
に含む、請求項８９－１２４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２６】
　スマート移動補助装置と、携帯端末決済システムとを一体化し、サービスの支払い方法
としてスマート移動補助装置を利用することを更に含む、請求項８９－１２５のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項１２７】
　活動追跡と、モニタリング機能とを有するスマート移動補助装置であって、
　前記移動補助装置がその装置の使用者と接しているときに、回転、揺れ、直線加速、方
位、角速度、又は角度位置に対応し、装置の動作を検出するように構成された第１センサ
と、
　装置の使用者の少なくとも１つのバイオメトリクスを検出するように構成された第２セ
ンサと、
　第１センサ及び第２センサと通信し、第１センサ及び第２センサから受信したデータに
基づいて、アルゴリズムを利用して、スマート装置の利用者の転倒と、スマート装置の落
下とを識別するプロセッサーと、
　を備える、スマート移動補助装置。
【請求項１２８】
　前記装置と通信している、且つ前記装置から遠く離れているサーバーを更に備える、請
求項１２７に記載のスマート移動補助装置。
【請求項１２９】
　前記第１センサは、加速度計、ジャイロスコープ、及びＭＥＭＳ磁力計からなる一群か
ら選択される、請求項１２７に記載のスマート移動補助装置。
【請求項１３０】
　前記スマート移動補助装置は、スマート杖であり、前記第１センサは杖の内部に設けら
れる、請求項１２７に記載のスマート移動補助装置。
【請求項１３１】
　利用中に前記第２センサが患者と接する状態となるように、前記第２センサは、杖のハ
ンドルの内部に設けられる、請求項１３０に記載のスマート移動補助装置。
【請求項１３２】
　前記少なくとも１つのバイオメトリクスは、血圧及び心拍数からなる一群から選択され
る、請求項１２７に記載のスマート移動補助装置。
【請求項１３３】
　前記第２センサは、患者によって装置に加えられている重量を検出するように構成され
る、請求項１２７に記載のスマート移動補助装置。
【請求項１３４】
　前記第１センサによって検出される動作は、歩く、走る、座る、及び転倒する動作から
なる一群から選択される、請求項１２７に記載のスマート移動補助装置。
【請求項１３５】
　前記スマート移動補助装置は、杖、歩行器、車椅子、スクーター、又は松葉杖のように
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構成される、請求項１２７に記載のスマート移動補助装置。
【請求項１３６】
　前記装置は、遠隔の相手と無線通信するように構成される、請求項１２７に記載のスマ
ート移動補助装置。
【請求項１３７】
　前記プロセッサーは、予め設定されたパラメーターによってトリガーされたときに、遠
隔の相手と連絡開始するようにプログラムされる、請求項１３６に記載のスマート移動補
助装置。
【請求項１３８】
　前記プロセッサーと通信しており、且つ患者からの無線信号を検出するように構成され
る第３センサを更に備える、請求項１２７に記載のスマート移動補助装置。
【請求項１３９】
　前記プロセッサーと通信している、且つ周囲の光レベル、及び第３センサと通信してい
る光を検出するように構成される第３センサを更に備える、請求項１２７に記載のスマー
ト移動補助装置。
【請求項１４０】
　前記プロセッサーと通信しているユーザーインターフェースを更に備える、請求項１２
７に記載のスマート移動補助装置。
【請求項１４１】
　利用中のスマート移動装置の内部に組み込まれている第１センサを通じて、移動補助装
置がその装置の使用者と接しているときに、回転、揺れ、直線加速、方位、角速度、又は
角度位置の中の１つ以上に対応し、使用者の動作を検出するステップと、
　スマート移動補助装置の内部に組み込まれた第２センサを通じて入力を受信するステッ
プと、
　第１及び第２センサから受信したデータに基づいて、第１及び第２センサと通信してい
るプロセッサーを通じて、スマート移動補助装置の使用者が転倒したか否かを判断するス
テップと、
　スマート移動補助装置の使用者から遠く離れて設置されたサーバーに転倒者に関する情
報を転送するステップと、
　を含む、スマート移動補助装置の使用者をモニタリングする方法。
【請求項１４２】
　前記動作を検出するステップは、加速度計、ジャイロスコープ、及びＭＥＭＳ磁力計か
らなる一群から選択される第１センサを利用して実行される、請求項１４１に記載の使用
者をモニタリングする方法。
【請求項１４３】
　前記第２センサを通じて入力を受信するステップは、使用者の少なくとも１つのバイオ
メトリクスパラメーターを検出することを含む、請求項１４１に記載の使用者をモニタリ
ングする方法。
【請求項１４４】
　前記少なくとも１つのバイオメトリクスパラメーターを検出することは、血圧又は心拍
数を検出することを含む、請求項１４３に記載の使用者をモニタリングする方法。
【請求項１４５】
　前記情報を伝送するステップは、プロセッサーと通信している、且つ住宅から遠く離れ
て設置されたサーバーへ情報を伝送することを含む、請求項１４１に記載の使用者をモニ
タリングする方法。
【請求項１４６】
　前記第１センサは、人に把持される杖のように構成されるスマート移動補助装置の内部
に設けられ、或いは搭載される、請求項１４１に記載の使用者をモニタリングする方法。
【請求項１４７】
　前記第２センサは、利用中に前記第２センサがスマート移動補助装置の使用者と接する
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状態となるように、杖のハンドルの内部に設けられる、請求項１４６に記載の使用者をモ
ニタリングする方法。
【請求項１４８】
　前記少なくとも１つのバイオメトリクスパラメーターを検出することは、患者によって
装置に加えられている重量を検出することを含む、請求項１４３に記載の使用者をモニタ
リングする方法。
【請求項１４９】
　前記動作を検出するステップは、歩く、走る、立ち上がる、座る、又は転倒するからな
る一群から選択される動作を検出することを含む、請求項１４１に記載の使用者をモニタ
リングする方法。
【請求項１５０】
　前記スマート移動補助装置は、杖、歩行器、車椅子、スクーター、又は松葉杖からなる
一群から選択される、請求項１４１に記載の使用者をモニタリングする方法。
【請求項１５１】
　前記情報を転送するステップは、予め設定されたパラメーターによってトリガーされた
ときに、情報を伝送することを含む、請求項１４１に記載の使用者をモニタリングする方
法。
【請求項１５２】
　前記プロセッサーと通信している第３センサを通じて、患者からの無線信号を検出する
ことを更に含む、請求項１４１に記載の使用者をモニタリングする方法。
【請求項１５３】
　前記プロセッサーと通信している第３センサを通じて、周囲の光レベルを検出すること
を更に含む、請求項１４１に記載の使用者をモニタリングする方法。
【請求項１５４】
　前記プロセッサーと通信しているユーザーインターフェースを通じて、情報を表示する
ことを更に含む、請求項１４１に記載の使用者をモニタリングする方法。
【請求項１５５】
　スマート移動装置の内部に組み込まれている第１センサを通じて入力を受信するステッ
プと、
　第１センサから受信したデータに基づいて、第１センサと通信しているプロセッサーを
通じて、スマート移動補助装置の使用者が転倒したか否かを判断するステップと、
　スマート移動補助装置の使用者から遠く離れて設置されたサーバーに転倒者に関する情
報を転送するステップと、
　を含む、スマート移動補助装置の使用者をモニタリングする方法。
【請求項１５６】
　利用中のスマート移動装置の内部に組み込まれている第２センサを通じて、移動補助装
置がその装置の使用者と接しているときに、回転、揺れ、直線加速、方位、角速度、又は
角度位置の中の１つ以上に対応し、使用者の動作を検出するステップを更に含む、請求項
１５５に記載の使用者をモニタリングする方法。
【請求項１５７】
　前記判断するステップは、第２センサから入力することを含む、請求項１５６に記載の
使用者をモニタリングする方法。
【請求項１５８】
　前記動作を検出するステップは、加速度計、ジャイロスコープ、及びＭＥＭＳ磁力計か
らなる一群から選択される第２センサによって実行される、請求項１５６に記載の使用者
をモニタリングする方法。
【請求項１５９】
　前記第１センサを通じて入力を受信するステップは、使用者の少なくとも１つのバイオ
メトリクスを検出することを含む、請求項１５５に記載の使用者をモニタリングする方法
。
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【請求項１６０】
　前記少なくとも１つのバイオメトリクスを検出することは、血圧又は心拍数を検出する
ことを含む、請求項１５９に記載の使用者をモニタリングする方法。
【請求項１６１】
　前記情報を伝送するステップは、プロセッサーと通信している、且つ住宅から遠く離れ
て設置されたサーバーへ情報を伝送することを含む、請求項１５５に記載の使用者をモニ
タリングする方法。
【請求項１６２】
　前記第２センサは、人に把持される杖のように構成されるスマート移動補助装置の内部
に設けられ、或いは搭載される、請求項１５６に記載の使用者をモニタリングする方法。
【請求項１６３】
　前記第１センサは、利用中に前記第２センサがスマート移動補助装置の使用者と接する
状態となるように、杖のハンドルの内部に設けられる、請求項１５５に記載の使用者をモ
ニタリングする方法。
【請求項１６４】
　前記少なくとも１つのバイオメトリクスパラメーターを検出することは、患者によって
装置に加えられている重量を検出することを含む、請求項１５９に記載の使用者をモニタ
リングする方法。
【請求項１６５】
　前記動作を検出するステップは、歩く、走る、立ち上がる、座る、又は転倒するからな
る一群から選択される動作を検出することを含む、請求項１５６に記載の使用者をモニタ
リングする方法。
【請求項１６６】
　前記スマート移動補助装置は、杖、歩行器、車椅子、スクーター、又は松葉杖からなる
一群から選択される、請求項１５５に記載の使用者をモニタリングする方法。
【請求項１６７】
　前記情報を転送するステップは、予め設定されたパラメーターによってトリガーされた
ときに、情報を伝送することを含む、請求項１５５に記載の使用者をモニタリングする方
法。
【請求項１６８】
　前記プロセッサーと通信している第３センサを通じて、患者からの無線信号を検出する
ことを更に含む、請求項１５５に記載の使用者をモニタリングする方法。
【請求項１６９】
　前記プロセッサーと通信している第３センサを通じて、周囲の光レベルを検出すること
を更に含む、請求項１５５に記載の使用者をモニタリングする方法。
【請求項１７０】
　前記プロセッサーと通信しているユーザーインターフェースを通じて、情報を表示する
ことを更に含む、請求項１５５に記載の使用者をモニタリングする方法。
【請求項１７１】
　音声リマインダー、振動リマインダー、及び／又は画面上のリマインダーを利用して、
移動補助装置の利用者、又は利害関係者に、スマート移動補助装置の利用者の投薬スケジ
ュールについて、アラーム、通知、及び／又はリマインドを発信するように適合され、構
成される、請求項１－１７０のいずれか１項に記載のスマート移動補助装置。
【請求項１７２】
　移動補助装置の利用者が投薬スケジュールに従って服薬したときに、介護者又は任意の
関係者が通知される、請求項１－１７１のいずれか１項に記載のスマート移動補助装置。
【請求項１７３】
　スマート移動補助装置の利用者の投薬スケジュールは、移動補助装置の利用者、介護者
、又は医者によって修正、入力、管理、更新、及び／又は追跡される、請求項１－１７２
のいずれか１項に記載のスマート移動補助装置。
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【請求項１７４】
　通常の薬剤容器又はスマート投薬容器と通信及び接続するように適合され、構成される
、請求項１－１７３のいずれか１項に記載のスマート移動補助装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、２０１４年３月２４日に出願された米国仮特許出願番号第６１／９６９，３
８５号、タイトルが「多機能スマート杖」の発明に基づいて優先権を主張するものであり
、その全体の内容が参照によりここに組み込まれる。
【０００２】
（参考文献の援用）
　本明細書において言及される刊行物及び特許出願の全ては、各単一の刊行物又は特許出
願が具体的且つ単独的に引用され、参照により組み込まれるように、その全体の内容が同
程度な参照によってここに援用される。
【０００３】
　本発明は、杖、歩行器、松葉杖、スクーター、及び車椅子を含む、機能向上した移動補
助装置に関する。
【背景技術】
【０００４】
　様々な異なるタイプの移動補助装置が記述されている。これらの装置の一部は、人々が
補助を受けるために有用な機能を有しているが、更なる機能が求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　総体的に、一実施形態において、
　スマート移動装置の利用者が把持するためのハンドルと、
　ハンドルの中における利用者がハンドルを握っているときに見える表示部と、
　利用者の日常活動の情報を収集するために、スマート移動装置に搭載された１つ以上の
活動追跡コンポーネントと、
　収集された利用者の日常活動の情報を保存するための電子メモリと、
　利用者の日常活動の情報をスマート移動装置の電子メモリから他の電子デバイスへ伝送
するための１つ以上の電子通信コンポーネントと、
　を含む、スマート移動装置が開示される。
【０００６】
　前記及び他の実施形態は、１つ以上の以下の特徴を有してもよい。
　一態様では、表示部は、タッチスクリーンを含んでもよい。
　他の態様では、スマート移動装置は、更にＧＰＳコンポーネントを備え、スマート移動
装置に設けられているスピーカーによる音声信号の出力又はスマート移動装置の利用者に
振動信号の出力に伴い、表示部におけるターンバイターン（turn-by-turn）視覚案内を備
えてもよい。
　更に一態様では、ハンドルは、把持センサを備え、スマート移動装置の利用者が当該把
持センサを握るときにスマート移動装置を電源オン及び電源オフするように利用されても
よい。
　代替的に、一態様では、１つ以上の電子コンポーネントは、ＳＩＭカード、Ｗｉ－Ｆｉ
（登録商標）通信モジュール又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信モジュールであっ
てもよい。
　また、他の態様では、１つ以上の電子通信コンポーネントは、移動体通信ネットワーク
（cellular network）、アプリ・プッシュ通知（app push notification）、サードパー
ティアップデート（third party update）、又はウェブサイトアップデート（website up
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date）を利用して通信を提供してもよい。
　更に、他の態様では、スマート移動装置の利用において、利用者は、スマート移動装置
を通じてクラウドベースのソフトウエアプラットフォームからアプリケーション及びサー
ビスを受けることができる。
　一態様では、スマート移動装置の利用において、利用者は、スマート移動装置を通じて
クラウドベースのソフトウエアプラットフォームからのサービスをオーダーし、サービス
を受けることができる。
　更に一態様では、スマート移動装置の利用において、利用者は、スマート移動装置を通
じてアップリケ－ションストアからアプリケーション及びサービスを受けることができる
。
　代替的に、一態様では、１つ以上の電子通信コンポーネントは、スマートデバイスを利
用したスマート移動装置に利用者のデータ入力に備えてもよい。
　また、他の態様では、スマートデバイスは、スマートフォン、スマートウオッチ、スマ
ートグラス、タブレット、ノートパソコン、又はコンピュータであってもよい。
　また、他の態様では、スマート移動装置の利用において、表示部は、ゲームにおける利
用者の目標に基づいて利用者の進歩に関する情報を提供することができる。
　一態様では、スマート移動装置の利用において、表示部は、ソーシャルゲームにおける
利用者の活動追跡が他の利用者に比較された結果に関する情報を提供することができる。
　他の態様では、メモリは、スマート移動装置の利用者の日常活動パターンに関する情報
を含んでもよい。
　更に一態様では、日常活動パターンは、スマート移動装置の利用者の投薬スケジュール
のための通知であってもよい。
　代替的に、一態様では、投薬スケジュールのための通知は、スマート移動装置から自動
的に介護者、医者または関係者に送信されてもよい。
　また、他の態様では、スマート移動装置は、携帯端末決済システムとともに使用される
ように適合され、構成されてもよい。
　更に他の態様では、再充電可能な電池がスマート移動装置の内部に設けられ、ワイヤレ
ス充電に適合され、構成されてもよい。
　他の態様では、再充電可能な電池がスマート移動装置の内部に設けられ、セルフ着脱マ
グネチックプラグ（self-plugging magnetic plug）を利用した充電に適合され、構成さ
れてもよい。
　一態様では、再充電可能な電池がスマート移動装置の内部に設けられ、スマート移動補
助装置の一部がスマート移動装置の充電のために構成された充電パッドに設置されたとき
に、ワイヤレス充電するように適合され、構成されてもよい。
　他の態様では、スマート移動装置は、血液検査、血圧、血糖、心拍数、酸素レベル／酸
素率、ＥＣＧ、ＥＭＧ、筋挫傷、湿度、紫外線、又は身体温度などの測定から選択される
スマート移動装置の利用者のバイオメトリクスを検出するためのセンサを更に備えてもよ
い。
　更に、一態様では、スマート移動装置は、加速度計、ジャイロスコープ、ＭＥＭＳ磁力
計、気圧センサ、温度センサ、マイクロコントローラ、フラッシュメモリ、デジタル運動
プロセッサー、運動処理ライブラリ又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）低エネルギー無
線コンポーネントから選択される１つ以上のスマート移動装置の利用者の活動追跡コンポ
ーネントを更に備えてもよい。
　代替的に、一態様では、スマート移動装置は、直線加速、方位、高度、温度、角速度、
又は角度位置の機能を更に有してもよい。
　また、他の態様では、スマート移動装置は、杖のように適合され、構成されてもよい。
　また、他の態様では、スマート移動装置は、歩行器のように適合され、構成されてもよ
い。
　更に、一態様では、スマート移動装置は、松葉杖のように適合され、構成されてもよい
。
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　一態様では、スマート移動装置は、スクーターのように適合され、構成されてもよい。
　他の態様では、スマート移動装置は、車椅子のように適合され、構成されてもよい。
　更に、一態様では、スマート移動装置は、指紋センサを更に備えてもよい。
　代替的に、一態様では、スマート移動装置は、ソフトウエアプラットフォーム又はアプ
リケーションストアから提供されるサービスの支払い方法としてスマート移動装置の利用
者に利用されてもよい。
　また、他の態様では、スマート移動装置は、携帯端末決済システムと一体化されてもよ
い。
　また、他の態様では、スマート移動装置は、非常ボタンを更に備えてもよく、当該非常
ボタンが押されたときに、一人以上の介護者又は９１１救急サービスとの通信が確立され
る。
【０００７】
　総体的に、一実施形態において、
　利用者の手によって把持されるように適合されているハンドルと、
　一端部が基部を備え、他端部がハンドルに連結されるように構成されている本体と、
　ハンドルの中に設けられ、利用者がハンドルを握っているときに見える表示部と、
　利用者の日常活動の情報を収集するために、スマート杖に搭載されている１つ以上の活
動追跡コンポーネントと、
　収集された利用者の日常活動の情報を保存するための電子メモリと、
　利用者の日常活動の情報をスマート杖の電子メモリから他の電子デバイスへ伝送するた
めの１つ以上の電子通信コンポーネントと、
を含む、多機能スマート杖が開示される。
【０００８】
　前記及び他の実施形態は、１つ以上の以下の特徴を有してもよい。
　一態様では、表示部は、タッチスクリーンを含んでもよい。
　他の態様では、スマート杖は、更にＧＰＳコンポーネントを備え、スマート杖に設けら
れているスピーカーによる音声信号の出力又はスマート杖の利用者に振動信号の出力に伴
い、表示部におけるターンバイターン（turn-by-turn）視覚案内を備えてもよい。
　更に一態様では、ハンドルは、把持センサを備えてもよく、スマート杖の利用者が当該
把持センサを握るときにスマート杖を電源オン及び電源オフするように利用される。
　代替的に、一態様では、１つ以上の電子通信コンポーネントは、ＳＩＭカード、Ｗｉ－
Ｆｉ（登録商標）通信モジュール、又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信モジュール
であってもよい。
　また、他の態様では、１つ以上の電子通信コンポーネントは、移動体通信ネットワーク
（cellular network）、アプリ・プッシュ通知（app push notification）、サードパー
ティアップデート（third party update）、又はウェブサイトアップデート（website up
date）を利用して通信を提供してもよい。
　更に、他の態様では、スマート杖の利用において、利用者は、スマート杖を通じてクラ
ウドベースのソフトウエアプラットフォームからアプリケーション及びサービスを受ける
ことができる。
　一態様では、スマート杖の利用において、利用者は、スマート杖を通じてアップリケ－
ションストアからアプリケーション及びサービスを受けることができる。
　他の態様では、１つ以上の電子コンポーネントは、スマートデバイスを利用したスマー
ト杖に利用者のデータ入力に備えてもよい。
　更に、一態様では、スマートデバイスは、スマートフォン、スマートウオッチ、スマー
トグラス、又はタブレットであってもよい。
　また、他の態様では、スマート杖の利用において、表示部は、ゲームにおける利用者の
目標に基づいて利用者の進歩に関する情報を提供することができる。
　一態様では、スマート杖の利用において、表示部は、ソーシャルゲームにおける利用者
の活動追跡が他の利用者に比較された結果に関する情報を提供することができる。
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　他の態様では、メモリは、スマート杖の利用者の日常活動パターンに関する情報を含ん
でもよい。
　更に一態様では、日常活動パターンは、スマート杖の利用者の投薬スケジュールのため
の通知であってもよい。
　代替的に、一態様では、投薬スケジュールのための通知は、スマート杖から自動的に介
護者、医者または関係者に送信されてもよい。
　また、他の態様では、スマート杖は、携帯端末決済システムとともに使用されるように
適合され、構成されてもよい。
　更に他の態様では、再充電可能な電池がスマート杖の内部に設けられ、無線充電に適合
され、構成されてもよい。
　他の態様では、再充電可能な電池がスマート杖の内部に設けられ、セルフ着脱マグネチ
ックプラグ（self-plugging magnetic plug）を利用した充電に適合され、構成されても
よい。
　一態様では、再充電可能な電池がスマート杖の内部に設けられ、スマート移動補助装置
の一部がスマート杖の充電のために構成された充電パッドに設置されたときに、ワイヤレ
ス充電するように適合され、構成されてもよい。
　他の態様では、スマート杖は、血液検査、血圧、血糖、心拍数、酸素レベル／酸素率、
ＥＣＧ、ＥＭＧ、筋挫傷、湿度、紫外線、又は身体温度などの測定から選択されるスマー
ト杖の利用者のバイオメトリクスを検出するためのセンサを更に備えてもよい。
　更に、一態様では、スマート杖は、加速度計、ジャイロスコープ、ＭＥＭＳ磁力計、気
圧センサ、温度センサ、マイクロコントローラ、フラッシュメモリ、デジタル運動プロセ
ッサー、運動処理ライブラリ又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）低エネルギー無線コン
ポーネントから選択される１つ以上のスマート杖の利用者の活動追跡コンポーネントを更
に備えてもよい。
　代替的に、一態様では、スマート杖は、直線加速、方位、高度、温度、角速度、又は角
度位置の機能を更に有してもよい。
【０００９】
　総体的に、一実施形態において、
　スマート杖の利用者が手で把持されるように適合されたハンドルと、
　一端部が基部を備え、他端部がハンドルに連結されるように構成されている本体と、
　スマート杖の利用者の指紋を識別するために、ハンドルの上に設けられている指紋セン
サと、
　利用者の日常活動の情報を収集するために、スマート杖に搭載されている１つ以上の活
動追跡コンポーネントと、
　収集された利用者の日常活動の情報を保存するための電子メモリと、
　を含む、多機能スマート杖が開示される。
【００１０】
　前記及び他の実施形態は、１つ以上の以下の特徴を有してもよい。
　一態様では、スマート杖は、ハンドルの上に設けられ、利用者がハンドルを握っている
ときに見える表示部を更に備えてもよい。
　他の態様では、スマート杖は、利用者の日常活動の情報をスマート杖の電子メモリから
他の電子デバイスへ伝送するための１つ以上の電子通信コンポーネントを更に備えてもよ
い。
　更に、一態様では、指紋センサは、スマート杖の利用者のアカウントをアクセス可能に
するように適合され、構成されてもよい。
　代替的に、一態様では、指紋センサは、スマート杖の利用者の活動を追跡可能にするよ
うに適合され、構成されてもよい。
　また、他の態様では、表示部は、タッチスクリーンを含んでも良い。
　また、他の態様では、スマート杖は、更にＧＰＳコンポーネントを備え、スマート杖に
設けられているスピーカーによる音声信号の出力又はスマート杖の利用者に振動信号の出
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力に伴い、表示部におけるターンバイターン（turn-by-turn）視覚案内を備えてもよい。
　一態様では、ハンドルは、把持センサを備えてもよく、スマート杖の利用者が当該把持
センサを握るときにスマート杖を電源オン及び電源オフするように利用される。
　他の一態様では、１つ以上の電子コンポーネントは、ＳＩＭカード、Ｗｉ－Ｆｉ（登録
商標）通信モジュール又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信モジュールであってもよ
い。
　更に、一態様では、１つ以上の電子通信コンポーネントは、移動体通信ネットワーク（
cellular network）、アプリ・プッシュ通知（app push notification）、サードパーテ
ィアップデート（third party update）、又はウェブサイトアップデート（website upda
te）を利用して通信を提供してもよい。
　代替的に、また、他の態様では、スマート杖の利用において、利用者は、スマート杖を
通じて、クラウドベースのソフトウエアプラットフォームからアプリケーション及びサー
ビスを受けることができる。
　また、他の態様では、スマート杖の利用において、利用者は、スマート杖を通じてアッ
プリケ－ションストアからアプリケーション及びサービスを受けることができる。
　更に、他の態様では、１つ以上の電子コンポーネントは、スマートデバイスを利用した
スマート杖に利用者のデータ入力に備えてもよい。
　一態様では、スマートデバイスは、スマートフォン、スマートウオッチ、スマートグラ
ス、又はタブレットであってもよい。
　他の態様では、メモリは、スマート杖の利用者の日常活動パターンに関する情報を含ん
でもよい。
　更に一態様では、日常活動パターンは、スマート杖の利用者の投薬スケジュールのため
の通知であってもよい。
　代替的に、一態様では、投薬スケジュールのための通知は、スマート杖から自動的に介
護者、医者または関係者に送信されてもよい。
　また、他の態様では、スマート杖は、携帯端末決済システムとともに使用されるように
適合され、構成されてもよい。
　更に、他の態様では、スマート杖は、血液検査、血圧、血糖、心拍数、酸素レベル／酸
素率、ＥＣＧ、ＥＭＧ、筋挫傷、湿度、紫外線、又は身体温度などの測定から選択される
スマート杖の利用者のバイオメトリクスを検出するためのセンサを更に備えてもよい。
　一態様では、スマート杖は、加速度計、ジャイロスコープ、ＭＥＭＳ磁力計、気圧セン
サ、温度センサ、マイクロコントローラ、フラッシュメモリ、デジタル運動プロセッサー
、運動処理ライブラリ又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）低エネルギー無線コンポーネ
ントから選択される１つ以上のスマート杖の利用者の活動追跡コンポーネントを更に備え
てもよい。
　他の態様では、スマート杖は、直線加速、方位、高度、温度、角速度、又は角度位置の
機能を更に有してもよい。
　更に、一態様では、スマート杖は、光センサにより操作可能な照明を備えてもよい。
　代替的に、一態様では、照明は、光センサが暗さを検出したときに自動的に点灯されて
もよい。
　また、他の態様では、杖は、暗中で容易に発見されるように、選択される鮮やかな色を
有してもよい。
　また、他の態様では、杖は、サイズを縮小するために、折り畳むように適合され、構成
されてもよい。
　一態様では、スマート杖は、自動的に折り畳む又は広げるための展開ボタンを更に備え
てもよい。
　他の態様では、杖は、スマート杖の利用者によって容易に位置決めされるように、音を
発生するように適合され、構成されてもよい。
　更に、一態様では、杖は、スマートデバイスとともに作動するＧＰＳシステムを利用し
て位置特定されるように適合され、構成されてもよい。
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　代替的に、一態様では、スマート杖は、一の基部タイプを外して他の基部タイプに取り
替え可能な基部交換機構を更に備えてもよい。
　更に、他の態様では、利用者の好みによって、一の基部タイプが外され、他の基部タイ
プの取り替えが決められてもよい。
　また、他の態様では、スマート杖のアドバイスによって、一の基部タイプが外され、他
の基部タイプの取り替えが決められてもよい。
　一態様では、一の基部タイプ及び他の基部タイプは、基本型基部、三脚型基部、柔軟型
基部、及びアイスチップ型基部の中から選択されてもよい。
　他の態様では、スマート杖は、非常ボタンを更に備え、当該非常ボタンが押されたとき
に、一人以上の介護者又は９１１救急サービスとの通信が確立される。
【００１１】
　総体的に、一実施形態において、
　スマート移動補助装置の常用される期間中に利用者の健康パラメーターをモニタリング
するために、スマート移動補助装置に設けられた１つ以上の健康モニタリングセンサから
データを収集するステップと、
　収集ステップから得られたデータを分析するステップと、
　分析ステップに基づいて、利用者又は関係者に推奨を提示するステップと、
　を含む、スマート移動補助装置の使用者の活動を追跡するためにスマート移動補助装置
の利用方法が開示される。
【００１２】
　前記及び他の実施形態は、１つ以上の以下の特徴を有してもよい。
【００１３】
　一態様では、１つ以上の健康モニタリングセンサは、スマート移動補助装置の使用者の
１つ以上のバイオメトリクスを検出するセンサを含んでもよい。
　他の態様では、健康パラメーターは、血圧、心拍数、酸素レベル、酸素率、ＥＣＧ、Ｅ
ＭＧ、筋挫傷又は身体温度の中の１つ以上のパラメーターであってもよい。
　更に、一態様では、スマート移動補助装置の常用は、歩行、ステッピング、タッピング
であってもよく、又は日常の活動パターンを生成するためにスマート移動補助装置を利用
することであってもよい。
　代替的に、一態様では、スマート移動補助装置の常用は、スマート移動補助装置の利用
者の活動追跡を含んでもよい。
　また、他の態様では、活動追跡は、スマート移動補助装置の利用者の歩数をカウンティ
ングすることを含んでもよい。
　更に、他の態様では、活動追跡は、活動速度を記録することを含んでもよい。
　一態様では、移動補助装置は、スマート杖であってもよく、活動追跡は、杖における運
動センサ及び圧力センサに対するモニタリングを含んでもよい。
　他の態様では、収集ステップは、運動センサを利用して始動された現在の活動を決定す
ることを更に含んでもよい。
　更に、一態様では、前述した方法は、現在の活動の始動時間を提供するとともに、現在
の活動の持続期間を記録することができる。
　代替的に、一態様では、現在の活動は、歩く、走る、座る、テレビを見る、又はバスル
ームに行く行動であってもよい。
　更に、他の態様では、収集ステップは、移動補助装置に設けられた画面を利用してスマ
ート移動補助装置の使用者に関する情報を入力することを更に含んでもよい。
　更に、他の態様では、収集ステップは、１つ以上のスマートデバイスを利用してスマー
ト移動補助装置の使用者に関する情報を入力することを更に含んでもよい。
　一態様では、１つ以上のスマートデバイスは、スマートフォン、スマートウオッチ、ス
マートグラス、又はタブレットであってもよい。
　他の態様では、収集された情報及びデータを表示するステップは、スマートフォンによ
って実行されてもよい。
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　更に、一態様では、収集された情報及びデータの表示は、異なるスマート移動補助装置
を利用するように推奨することを含んでもよい。
　代替的に、一態様では、推奨は、スマート移動杖の使用者をスマート移動歩行器の使用
者への転換を含んでもよい。
　更に、他の態様では、データを分析するステップは、スマート移動補助装置において実
行されてもよく、移動装置と通信しているスマートデバイスにおいて実行されてもよく、
又は遠隔サーバーにおいて実行されてもよい。
　更に、他の態様では、分析ステップは、予測分析の実行を含んでもよい。
　一態様では、分析ステップは、人工知能アルゴリズムを含んでもよい。
　他の態様では、表示ステップは、利用者又は任意の関係者に、スマート移動補助装置を
利用している使用者の行動に関するライブフィードバックを提供することを含んでもよい
。
　更に、一態様では、表示ステップは、動的ターゲットに向かう行動に基づいて動機付け
のライブフィードバックを利用者に提供することを含んでもよい。
　代替的に、一態様では、表示ステップは、ソーシャルゲーミングを通じて他のスマート
移動補助装置の利用者との比較に基づいたフィードバックを利用者に提供することを含ん
でもよい。
　更に、他の態様では、前述した方法は、人工知能アルゴリズムと動作センサからの入力
とをあわせて利用することによって、スマート移動補助装置の利用者の転倒と、スマート
移動補助装置の落下とを識別することを更に含んでもよい。
　更に、他の態様では、スマート移動補助装置の利用者が転倒した場合は、次のステップ
として、介護者に非常通知又は警報を発信する、或いは９１１救急サービス提供者を呼ぶ
ことが実行される。
　一態様では、前述した方法は、スマート移動補助装置の利用者がそのスマート移動補助
装置と伴う活動に関して収集された情報から、スマート移動補助装置の利用者の日常活動
パターンを生成することを更に含んでもよい。
　他の態様では、前述した方法は、距離センサからの入力を検出することを更に含み、表
示ステップは、距離センサによって検出された物体又は障害物を利用者に警報することを
含む。
　更に、一態様では、表示は、スマート移動補助装置に備えつけられているＧＰＳセンサ
に基づいたターンバイターン（turn-by-turn）視覚、音声、又は振動案内の提供を更に含
む。
　代替的に、一態様では、表示は、スマート移動補助装置の使用者の健康状態の指標を提
供することを更に含む。
　更に、他の態様では、健康状態の指標は、光、ＬＥＤライト、音声、振動、又は図形の
形式によって提供されてもよい。
　また、他の態様では、収集ステップの一部において、分析ステップ、又は表示ステップ
は、スマート移動補助装置に設けられている通信モジュールを利用して、収集されたデー
タの一部を他のデバイスへ伝送することを更に含んでもよい。
　一態様では、他のデバイスは、スマートフォン、スマートウオッチ、タブレット、又は
スマートグラスであってもよい。
　他の態様では、前述した方法は、移動補助装置に設けられている画面の構成、タッチス
クリーン、スマート移動補助装置に設けられているスピーカーからの音声コマンド、スマ
ート移動補助装置より発生した振動、又は他の電子デバイスを利用して、スマート移動補
助装置の使用者に、収集されたスマート移動補助装置の情報及びデータを通信することを
更に含んでもよい。
　更に、他の態様では、他の電子デバイスは、スマートフォン、スマートウオッチ、又は
スマートグラスを含んでもよい。
　代替的に、一態様では、前述した方法は、スマート移動補助装置の使用者を識別するた
めに指紋センサを利用することを更に含んでもよい。
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　更に、他の態様では、前述した方法は、スマート移動補助装置の使用者に割り当てられ
たアカウントのサインイン又はサインアウトのために指紋センサを利用することを更に含
んでもよい。
　また、他の態様では、前述した方法は、スマート移動補助装置の使用者の活動を追跡す
るために指紋センサを利用することを更に含んでもよい。
　一態様では、前述した方法は、スマート移動補助装置と、携帯端末決済システムとを一
体化し、サービスの支払い方法としてスマート移動補助装置を利用することを更に含んで
もよい。
【００１４】
　総体的に、一実施形態において、
　活動追跡と、モニタリング機能とを有するスマート移動補助装置であって、
　前記移動補助装置がその装置の使用者と接しているときに、回転、揺れ、直線加速、方
位、角速度、又は角度位置に対応し、装置の動作を検出するように構成された第１センサ
と、
　装置の使用者の少なくとも１つのバイオメトリクスを検出するように構成された第２セ
ンサと、
　第１センサ及び第２センサと通信し、第１センサ及び第２センサから受信したデータに
基づいて、アルゴリズムを利用して、スマート装置の利用者の転倒と、スマート装置の落
下とを識別するプロセッサーと、
　を備える、スマート移動補助装置が開示される。
【００１５】
　前記及び他の実施形態は、１つ以上の以下の特徴を有してもよい。
　一態様では、前記装置と通信している、且つ前記装置から遠く離れているサーバーを更
に備えてもよい。
　他の態様では、第１センサは、加速度計、ジャイロスコープ、及びＭＥＭＳ磁力計から
なる一群から選択されてもよい。
　更に、一態様では、スマート移動補助装置は、スマート杖であってもよく、第１センサ
は杖の内部に設けられる。
　代替的に、一態様では、利用中に第２センサが患者と接する状態となるように、第２セ
ンサは、杖のハンドルの内部に設けられてもよい。
　また、他の態様では、少なくとも１つのバイオメトリクスは、血圧及び心拍数からなる
一群から選択されてもよい。
　更に、他の態様では、第２センサは、患者によって装置に加えられている重量を検出す
るように構成されてもよい。
　一態様では、第１センサによって検出される動作は、歩く、走る、座る、及び転倒する
動作からなる一群から選択されてもよい。
　他の態様では、スマート移動補助装置は、杖、歩行器、車椅子、スクーター、又は松葉
杖のように構成されてもよい。
　更に、一態様では、前記装置は、遠隔の相手と無線通信するように構成されてもよい。
代替的に、
　一態様では、プロセッサーは、予め設定されたパラメーターによってトリガーされたと
きに、遠隔の相手と連絡開始するようにプログラムされてもよい。
　更に、他の態様では、前記装置は、プロセッサーと通信している、且つ患者からの無線
信号を検出するように構成される第３センサを更に備えてもよい。
　更に、他の態様では、前記装置は、プロセッサーと通信している、且つ周囲の光レベル
、及び第３センサと通信している光を検出するように構成される第３センサを更に備えて
もよい。
　一態様では、前記装置は、プロセッサーと通信しているユーザーインターフェースを更
に備えてもよい。
【００１６】
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　総体的に、一実施形態において、
　利用中のスマート移動装置の内部に組み込まれている第１センサを通じて、移動補助装
置がその装置の使用者と接しているときに、回転、揺れ、直線加速、方位、角速度、又は
角度位置の中の１つ以上に対応し、使用者の動作を検出するステップと、
　スマート移動補助装置の内部に組み込まれた第２センサを通じて入力を受信するステッ
プと、
　第１及び第２センサから受信したデータに基づいて、第１及び第２センサと通信してい
るプロセッサーを通じて、スマート移動補助装置の使用者が転倒したか否かを判断するス
テップと、
　スマート移動補助装置の使用者から遠く離れて設置されたサーバーに転倒者に関する情
報を転送するステップと、
　を含む、スマート移動補助装置の使用者をモニタリングする方法が提供される。
【００１７】
　前記及び他の実施形態は、１つ以上の以下の特徴を有してもよい。
　一態様では、動作を検出するステップは、加速度計、ジャイロスコープ、及びＭＥＭＳ
磁力計からなる一群から選択される第１センサを利用して実行されてもよい。
　他の態様では、第２センサを通じて入力を受信するステップは、使用者の少なくとも１
つのバイオメトリクスパラメーターを検出することを含んでもよい。
　更に、一態様では、少なくとも１つのバイオメトリクスパラメーターを検出することは
、血圧又は心拍数を検出することを含んでもよい。
　代替的に、一態様では、情報を伝送するステップは、プロセッサーと通信している、且
つ住宅から遠く離れて設置されたサーバーへ情報を伝送することを含んでもよい。
　更に、他の態様では、第１センサは、人に把持される杖のように構成されるスマート移
動補助装置の内部に設けられ、或いは搭載されてもよい。
　また、他の態様では、第２センサは、利用中に当該第２センサがスマート移動補助装置
の使用者と接する状態となるように、杖のハンドルの内部に設けられてもよい。
　一態様では、少なくとも１つのバイオメトリクスパラメーターを検出することは、患者
によって装置に加えられている重量を検出することを含んでもよい。
　他の態様では、動作を検出するステップは、歩く、走る、立ち上がる、座る、又は転倒
するからなる一群から選択される動作を検出することを含んでもよい。
　更に、一態様では、スマート移動補助装置は、杖、歩行器、車椅子、スクーター、又は
松葉杖からなる一群から選択されてもよい。
　代替的に、一態様では、情報を転送するステップは、予め設定されたパラメーターによ
ってトリガーされたときに、情報を伝送することを含んでもよい。
　また、他の態様では、前記の方法は、プロセッサーと通信している第３センサを通じて
、患者からの無線信号を検出することを更に含んでもよい。
　また、他の態様では、プロセッサーと通信している第３センサを通じて、周囲の光レベ
ルを検出することを更に含んでもよい。
　一態様では、前記の方法は、プロセッサーと通信しているユーザーインターフェースを
通じて、情報を表示することを更に含んでもよい。
【００１８】
　総体的に、一実施形態において、
　スマート移動装置の内部に組み込まれている第１センサを通じて入力を受信するステッ
プと、
　第１センサから受信したデータに基づいて、第１センサと通信しているプロセッサーを
通じて、スマート移動補助装置の使用者が転倒したか否かを判断するステップと、
　スマート移動補助装置の使用者から遠く離れて設置されたサーバーに転倒者に関する情
報を転送するステップと、
　を含む、スマート移動補助装置の使用者をモニタリングする方法が提供される。
【００１９】
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　前記及び他の実施形態は、１つ以上の以下の特徴を有してもよい。
　一態様では、前記の方法は、利用中のスマート移動装置の内部に組み込まれている第２
センサを通じて、移動補助装置がその装置の使用者と接しているときに、回転、揺れ、直
線加速、方位、角速度、又は角度位置の中の１つ以上に対応し、使用者の動作を検出する
ステップを更に含んでもよい。
　他の態様では、判断するステップは、第２センサから入力することを含んでもよい。
　更に、一態様では、動作を検出するステップは、加速度計、ジャイロスコープ、及びＭ
ＥＭＳ磁力計からなる一群から選択される第２センサによって実行されてもよい。
　代替的に、一態様では、第１センサを通じて入力を受信するステップは、使用者の少な
くとも１つのバイオメトリクスを検出することを含んでもよい。
　また、他の態様では、少なくとも１つのバイオメトリクスを検出することは、血圧又は
心拍数を検出することを含んでもよい。
　また、他の態様では、情報を伝送するステップは、プロセッサーと通信している、且つ
住宅から遠く離れて設置されたサーバーへ情報を伝送することを含んでもよい。
　一態様では、第２センサは、人に把持される杖のように構成されたスマート移動補助装
置の内部に設けられ、或いは搭載されてもよい。
　他の態様では、第１センサは、利用中に第２センサがスマート移動補助装置の使用者と
接する状態となるように、杖のハンドルの内部に設けられてもよい。
　更に、一態様では、少なくとも１つのバイオメトリクスパラメーターを検出することは
、患者によって装置に加えられている重量を検出することを含んでもよい。
　代替的に、一態様では、動作を検出するステップは、歩く、走る、立ち上がる、座る、
又は転倒するからなる一群から選択される動作を検出することを含んでもよい。
　更に、他の態様では、スマート移動補助装置は、杖、歩行器、車椅子、スクーター、又
は松葉杖からなる一群から選択されてもよい。
　また、他の態様では、情報を転送するステップは、予め設定されたパラメーターによっ
てトリガーされたときに、情報を伝送することを含んでもよい。
　一態様では、前記の方法は、プロセッサーと通信している第３センサを通じて、患者か
らの無線信号を検出することを更に含んでもよい。
　他の態様では、プロセッサーと通信している第３センサを通じて、周囲の光レベルを検
出することを更に含んでもよい。
　更に、一態様では、前記の方法は、プロセッサーと通信しているユーザーインターフェ
ースを通じて、情報を表示することを更に含んでもよい。
【００２０】
　一態様では、スマート移動補助装置は、音声リマインダー、振動リマインダー、及び／
又は画面上のリマインダーを利用して、移動補助装置の利用者、又は利害関係者に、スマ
ート移動補助装置の利用者の投薬スケジュールについて、アラーム、通知、及び／又はリ
マインドを発信するように適合され、構成されてもよい。
【００２１】
　他の態様では、移動補助装置の利用者が投薬スケジュールに従って服薬したときに、介
護者又は任意の関係者が通知されてもよい。
【００２２】
　更に、一態様では、スマート移動補助装置の利用者の投薬スケジュールは、移動補助装
置の利用者、介護者、又は医者によって修正、入力、管理、更新、及び／又は追跡されて
もよい。
【００２３】
　更に、他の態様では、スマート移動補助装置は、通常の薬剤容器又はスマート投薬容器
と通信及び接続するように適合され、構成されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
　本発明の新規な特徴は、添付の請求項に詳細に記載されている。図面を参照しつつ、以
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下の本発明の原理が利用された例示的な実施形態について詳細に説明することによって、
本発明の特徴及び効果は、よりよく理解されるであろう。
【００２５】
【図１Ａ】代替的に杖のように構成された移動補助装置を示す図である。
【図１Ｂ】代替的に杖（すなわち、スマート杖）のように構成された移動補助装置の代替
的なハンドルの実施形態の近接図である。
【図１Ｃ】代替的に歩行器（すなわち、スマート歩行器）のように構成された移動補助装
置の斜視図である。
【図１Ｄ】代替的に松葉杖（すなわち、スマート松葉杖）のように構成された移動補助装
置の斜視図である。
【図１Ｅ】代替的にスクーター（すなわち、スマートスクーター）のように構成された移
動補助装置の斜視図である。
【図１Ｆ】代替的に車椅子（すなわち、スマート車椅子）のように構成された移動補助装
置の斜視図である。
【図２】代表的な電子及びセンサモジュールの概略図である。
【図３】自動昇降機構の実施形態の側面図である。
【図４】移動装置の実施形態に係るＷｉ－Ｆｉ（登録商標）通信を表す図である。
【図５】移動装置の実施形態に係るＳＩＭカード通信を表す図である。
【図６】移動装置の実施形態に係るＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信を表す図である
。
【図７Ａ】無線充電機ベースにおけるスマート杖の実施形態の斜視図である。
【図７Ｂ】充電機及びセルフ着脱マグネチックプラグの斜視図である。
【図８】スマート移動補助装置におけるセンサのデータ収集及び分析の概略を表す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　多機能スマート及び関連移動補助装置に係る複数の選択的な実施形態が記述される。こ
れらの装置は、利用者がより独立的且つ健康的になるために補助を提供することができる
。スマート移動補助装置は、活動追跡と、バイオメトリクスと、安全及び非常的な特徴と
を含むがこれらに限定されないデータを収集、モニター、分析及び表示するためのセンサ
を備える。活動追跡は、歩数、マイル、活動速度、スマート杖又は他の装置に対する利用
者の圧力、活動タイプ及び分析を含む。バイオメトリクスデータは、血液検査、血圧、血
糖、心拍数、酸素レベル／酸素率、ＥＣＧ、ＥＭＧ、筋挫傷、湿度、紫外線、身体温度を
含むがこれらに限定されないデータを含む。安全及び非常的な特徴は、非常ボタン、転落
検出及び警報、利用者の活動パターン収集、及び活動パターンの変化についての分析を含
む。いくつかの実施形態において、自動的にデータ収集及びモニターのために、センサは
ハンドルに備えられる。また、スマート移動補助に係るいくつかの実施形態において、利
用者の投薬スケジュールをリマインド及びモニターするための投薬管理システムが設けら
れる。スマート移動補助装置は、映像、音／音声、又は振動によってデータを表示しても
よい。移動補助装置は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、及
び／又はＳＩＭカードを含むがこれらに限定されない手段を利用して他のスマート電子デ
バイス及び／又はインターネットに接続される。更に、スマート移動補助装置は、利用者
がどうのように装置を利用しているのかを分析し、利用者に歩行パターンを改善するよう
にアドバイスを提供することができる。
【００２７】
　利用者が一度ハンドルを握ることによって移動補助装置が自動的にターンオン／ターン
オフできる。スマート杖は、手動又は自動的に折り畳む／広げることができる。スマート
移動装置は、暗中で利用者に発見されるように、小さな照明又は鮮やかな色を有してもよ
い。スマート移動装置は、データ表示又は他の適切な通信手段を利用して、利用者の健康
メトリクス及び健康状態に関するライブフィードバックを、利用者又は／介護者に提供す
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ることができる。
【００２８】
　スマート移動装置は、セルフ充電機構又は有線／無線充電機によって充電されてもよい
。また、利用者の好み、条件、及び装置の使用環境又は装置の推奨に応じて、利用者が基
部を交換できるように、装置は、基部交換構造を更に備えている。
【００２９】
　図１Ａ及び図１Ｂには、杖のように構成された移動補助装置の実施形態が示される。図
１Ａに示されているスマート移動補助装置は、スマート杖に係る実施形態である。図１Ａ
を参照すれば、杖は、一端部が基部（３）を備え、他端部がハンドル（１）に連結される
ように構成された本体（２）を備えている。ハンドルは、利用者に手で把持されるための
エリア（５）と、利用者がハンドルを握っているときに見える画面（４）とを備えている
。活動及びバイオメトリクス追跡コンポーネント、電子メモリ、及び通信コンポーネント
などの電子部品は、ハンドル、本体、或いは装置（６）の基部に内蔵されてもよい。
【００３０】
　多機能杖は以下を含む。
【００３１】
　ハンドル。
　ハンドルは、異なる形状を有し、杖、歩行器、松葉杖、スクーター、車椅子を含むがこ
れらに限定されない異なる補助移動装置に利用されることができる。
【００３２】
　図１Ｃに示されているスマート移動補助装置は、歩行器に係る実施形態である。ハンド
ル（１）は、利用者に把持され、利用中に利用者が見える表示部（２）を備えている。活
動及びバイオメトリクス追跡コンポーネント、電子メモリ、及び通信コンポーネントなど
の電子部品は、ハンドル、本体、或いは装置の基部に内蔵されてもよい。
【００３３】
　図１Ｄに示されているスマート移動補助装置は、松葉杖に係る実施形態である。ハンド
ル（１）は、利用者に把持される。表示部（２）は、下方に位置し、通常の使用において
利用者の肩の前に位置するように設けられている。活動及びバイオメトリクス追跡コンポ
ーネント、電子メモリ、及び通信コンポーネントなどの電子部品は、ハンドル、本体、或
いは装置の基部に内蔵されてもよい。
【００３４】
　図１Ｅに示されているスマート移動補助装置は、スクーターに係る実施形態である。ハ
ンドル（１）は、利用者に把持され、スクーターを支配するために利用される。表示部（
２）は、ハンドルの把持エリアの上方に位置し、利用者の目線位置に設けられている。活
動及びバイオメトリクス追跡コンポーネント、電子メモリ、及び通信コンポーネントなど
の電子部品は、ハンドル、本体、或いは装置の基部に内蔵されてもよい。
【００３５】
　図１Ｆに示されているスマート移動補助装置は、車椅子に係る実施形態である。ハンド
ル（１）は、肘掛け又は握り棒として利用される。表示部（２）は、ハンドルの把持エリ
アの上方に位置し、利用者の目線位置に設けられている。活動及びバイオメトリクス追跡
コンポーネント、電子メモリ、及び通信コンポーネントなどの電子部品は、ハンドル、本
体、或いは装置の基部に内蔵されてもよい。
【００３６】
　ハンドルは、健康モニタリングセンサ、移動装置の使用者のバイオメトリクスを検出す
るセンサ、把持センサ、光センサ、指紋センサ、ＧＰＳコンポーネント、及び移動装置の
利用者の健康状態指示器を含むがこれらに限定されない各種スマートコンポーネントを備
えてもよい。
【００３７】
　健康モニタリングセンサ。
【００３８】
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　いくつかの実施形態において、杖の通常の使用において効率的に利用者の健康パラメー
ターをモニターできるように、全てのセンサは、杖のハンドルの内部に正確に設けられて
いる（図１Ａ及び図１Ｂを参照）。ハンドル及び／又はスマート移動補助装置は、下記を
含むがこれらに限定されないバイオメトリクスを検出するために幅広い範囲のセンサを備
えてもよい。
　－血液検査
　－血圧
　－血糖
　－心拍数
　－酸素レベル／酸素率
　－ＥＣＧ：心臓の電気活性。片手で利用する単一のハンドルによって測定でき、又は歩
行器のような他の装置における両手で利用する２つのハンドルによって測定することがで
きる。
　－ＥＭＧ
　－筋挫傷
　－湿度
　－紫外線
　－身体温度
　－把持センサ：利用者が握るときに杖をターンオンし、バッテリーセーブのために利用
しないときには杖をターンオフする。
　－光センサ：杖の照明がターンオンにすべきか否かを検知するために利用される。
　－指紋センサ：装置の利用者を識別し、また、彼／彼女のアカウントにサインイン又は
サインアウトして使用者の活動追跡を行う。複数の利用者が、互いのオンライン記録に干
渉のないように装置を利用することが可能であることを意味する。
　－ＧＰＳ：ターンバイターン（turn-by-turn）視覚、音声、及び振動案内とともに設け
られる。携帯電話又はタブレットを利用して装置の場所を示すために利用され、また、音
声を発する又はロックするように装置に指示するために利用されてもよい。なお、室外又
は室内で利用することができる。
　－状態指示器：光、ＬＥＤライト、音声、振動、又は／及び画面の形式であって、ハン
ドルの上又は移動装置の任意の部位に設けられ、利用者の健康状態を表示する。例えば、
光／画面は、利用者のメトリクスが正常且つ健康の範囲内である場合は、緑色を示し、一
部のメトリクスがそうでない場合は、黄色又は赤色を示してもよい。
【００３９】
　スマート移動補助装置は、利用者の健康を改善するように種々の活動追跡を更に含んで
もよい。移動補助装置は、図２に示されているモジュールを含むがこれらに限定されない
コンポーネントを備えてもよく、更に下記の１つ以上を備えてもよい。
　－加速度計
　－ジャイロスコープ
　－ＭＥＭＳ磁力計
　－気圧センサ
　－温度センサ
　－マイクロコントローラ
　－フラッシュメモリ
　－センサ融合管理用のデジタル運動プロセッサー
　－運動処理ライブラリ
　－Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）低エネルギー無線コンポーネント
【００４０】
　装置は、歩数、マイル、活動タイプ、利用者の体重に基づく消費カロリーをカウントし
、消費された総カロリーを提供する。利用者の体重は、利用者によってスマート杖に加え
られている圧力によって決められてもよく、或いは杖の画面に入力する、又は、電話、ス
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マートウオッチ、スマートグラス、タブレットなどのスマートデバイスを利用して入力す
ることによって決められてもよい。
【００４１】
　杖は、利用者に利用者自身の行動に関するライブフィードバックを提供し、目標を達成
するためのモチベーションを与える。
【００４２】
　更に、装置は、利用者自身の目標に基づいてゲームを作成することができる。又は／及
び利用者同士を比較するソーシャルゲームを有し、利用者同士を競争させる。
【００４３】
　杖は、利用者が正しく歩行するようにトレーニングする、また、利用者が非健康的な歩
行をする場合にアドバイスを提供することができる。
【００４４】
　一部の動作及びジェスチャー
　－歩数：時間ｔ１から時間ｔ２までの歩数を計測する。
　－タップ：タップが１秒以内の間隔で発生する場合に、一連のｎタップとして検出され
る、ｎ＝１、１０
　－活動検出器：ｔを用いて動作センサによって検出された現在の活動を判定し、この活
動が開始した時間ｔを提供する。活動は、歩く、走る、座る、テレビを見る、バスルーム
に行くなどのように定義される。
　－揺れ（ｎ、方向）：一方向における１秒以内の間隔で検出された揺れの回数を提供し
、方向（ｘ、ｙ、ｚ）を表示する。
　－回転（角度、方向）：一軸（ｘ、ｙ、ｚ）に沿って回転の角度を提供する。
　－標識検出：「習った」標識として保存されている標識を検出する。
　－スワイプ（方向）：ｘ、ｙ、又はｚの一方向のおけるスワイプ動作を検出する。
【００４５】
　外部センサの制御、Ｉ／Ｏ、及びデバッグするためのインターフェースコネクタが更に
備えられる。
【００４６】
　システムは、以下を含むがこれらに限定されない機能を有する：
　－直線加速
　－方位
　－高度
　－温度
　－角速度
　－角度位置
【００４７】
　なお、スマート移動補助装置は、利用者を更に頼らないようにさせるための特徴を含ん
でもよい。
【００４８】
　－前記センサの性能を利用して、スマート移動装置は、利用者の日常活動パターンを生
成する。当該パターンに何らかの予期しない変化があった場合に、装置は、介護者に知ら
せる。
【００４９】
　－スマート移動補助装置は、利用者の活動に関する情報を収集し、パターンを生成する
。利用者の日常パターンに何らかの変化があった場合に、装置は、介護者に知らせる。
【００５０】
　－利用者が押して、一人以上の介護者と通信する、又は９１１を呼ぶための非常ボタン
。通信は、電話、アプリケーションプッシュ通知、第三者、又は／及びウェブサイトアッ
プデートを含むがこれらに限定されない異なる手段によって行われてもよい。
【００５１】
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　－利用者が転倒した場合に、介護者／介護者達に非常通知、又は／及び警報を発信され
る。動作センサを備えている人工知能アルゴリズムは、利用者の転倒か、或いは単なる装
置の落下かを識別する。
【００５２】
　－スマート移動補助装置は、地震及び強風などの自然災害の警報を利用者に発信する。
【００５３】
　－圧力及び動作センサ：利用者によって装置に加えられている圧力をモニタリングする
。装置は、加えられている圧力に基づいて利用者の足力をモニタリングし、各種メトリク
スを結合することによって、装置は、利用者のリハビリ状態、歩容、及び改善方法につい
てアドバイスを提供することができる。或いは、装置は、異なるスマート移動装置の利用
、例えば杖の代わりに歩行器を利用するように提案する。動作センサは、利用者が睡眠中
など装置を使用していないときにも活動を追跡し、活動パターンを生成することができる
。
【００５４】
　スマート移動補助装置の更なる特徴は、以下を含む。
【００５５】
　－物体又は障害物について、利用者を警報するための距離センサ（超音波）。例えば、
階段又は段差の前に警報する。
【００５６】
　－音声、振動、及び行動など過去の活動を保存するブラックボックス。防火及び爆発の
防止に役に立つ。
【００５７】
　－スマート移動補助装置は、携帯端末決済システムと一体化されてもよい。利用者は、
現金又はクレジットの代わりに支払い方法として利用してもよい。
【００５８】
　投薬管理：
【００５９】
　スマート移動補助装置は、音声リマインダー、振動及び／又は画面を利用して利用者に
投薬スケジュールをアラーム、通知、及びリマインドを提供する。また、利用者が服薬後
に、介護者又は任意の関係者は、知らせを受ける。利用者、介護者、又は医者は、投薬ス
ケジュールの入力、管理、更新、及び／又は追跡することができる。
【００６０】
　スマート移動補助装置は、通常の薬剤容器又はスマート投薬容器と通信及び接続するこ
とができる。
【００６１】
　前記センサ及びコンポーネントの全ては、必要の場合に、スマート移動杖、又は歩行器
、車椅子、スクーター、又は松葉杖などの異なる種類のスマート移動補助装置の本体に配
置されてもよい。
【００６２】
　本体の特徴：
【００６３】
　－杖は、低パワー発光部又は暗中で光る鮮やかな色を有し、暗い場所で利用者が容易に
杖を発見し、持つことができる。
【００６４】
　－杖は、照明を有し、暗い場所（光センサを利用）及び利用者がハンドルを把持してい
るときに自動的に点灯する。
【００６５】
　－杖は、サイズを縮小するために、折り畳むことができる。杖は、展開ボタンが押され
たときに自動的に展開するようにばねを備えている。展開動作をよりスムーズにするため
に、杖は、ダンパーを備えてもよい。
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【００６６】
　－杖は、折り畳む／展開機構を有する小型軽量モータを利用することによって自動的に
折り畳む／展開することができる。折り畳む／展開機構は、小型モータと、ばねを有する
ロープ機構とを備える。折り畳む／展開は、利用者が杖を把持しているときに手動又は自
動的に実行される（図３を参照）。
【００６７】
　－杖は、利用者が杖の置く場所を把握できるように音声を発生することができる。また
、杖は、携帯電話を利用してＧＰＳシステムを通じて位置特定されることができる。
【００６８】
　－交換可能な杖基部／頂部：杖の本体の下部端は、自動ロック／クリップを備え、杖の
基部が容易に交換できるように設計されている。基部／頂部は、利用者の好み、使用状態
及び使用される環境に基づいて交換でき、スタンドアローン（stand alone）、柔軟（fle
xible）、アイスチップ（ice tip）などを可能にするため、基本型基部、三脚型基部を含
むがこれらに限定されないいくつかの設計を備えている。
【００６９】
　データ表示：
【００７０】
　－内蔵されている画面／タッチスクリーン、又は／及び音声、又は／及び振動、又は／
及びスマートフォン、スマートウオッチ、又はスマートグラスを含むがこれらに限定され
ない異なる電子デバイスの利用を通じて、収集された情報及びデータは、表示され且つ利
用者に通信することができる。
【００７１】
　また、ここに記載のスマート移動補助装置に係る実施形態は、介護者又は医者などの他
の関係者から移動補助装置の情報にライブアクセスし、全てのメトリクスをモニターする
ことができる。このように、他の関係者がスマート移動装置の利用者に対して、行動を取
る、アドバイスを提供する、助ける、又はかかわることができる。
【００７２】
　いくつかの実施形態において、移動補助装置は、マイクロフォン及びスピーカーを備え
、介護者又は医者と双方向通信する、或いは他人が利用者に物語る及び話をするなどのメ
ディカルストアのサービスにアクセスすることができる。
【００７３】
　データは、可視形態、音声形態、又は／及び振動形態を含むがこれらに限定されない異
なる形態によって通信されてもよい。
【００７４】
　データ通信：
【００７５】
　収集されたデータは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）又は／及びＷｉ－Ｆｉ（登録商
標）技術などの低パワー通信を利用して、シームレスに同調され、変換、更新、及び通信
される。移動補助装置は、室外でも接続を保持するようにＳＩＭカードを備えてもよい。
なお、移動補助装置は、利用者のスマートフォンに直接的に接続され、移動補助装置自身
にＳＩＭカードの設置を不要にすることもできる。図４、５、及び６に各種の選択的な通
信方法が示されている。
【００７６】
　また、他の実施形態において、スマート移動補助装置は、異なる電子デバイスに接続さ
れてもよい。一態様では、スマート移動補助装置の利用者は、メトリクス又は複数のスマ
ート移動補助装置を有してもよい。例えば、スマート杖は、スマート歩行器、スマート松
葉杖、又はスマート車椅子などの複数のスマート移動補助装置に通信することができる。
【００７７】
　データ分析：
【００７８】
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　センサより取得されたデータは、移動補助装置自身において、電話において、又は／及
びクラウドにおいて分析されることができる。分析は、利用者、介護者又は任意の関係者
へ推奨することをもたらす予測分析を含む。また、パターン可視化及び第三者とデータと
一体化される場合もある。データの表示及び分析に基づいて、利用者、介護者、又は／及
び医者は、利用者に対して、モニターする、行動を取る、又は／及び通信することができ
る。
【００７９】
　スマート移動補助装置の利用者の活動データの収集、分析、及び通信の典型的な全体プ
ロセスは、図８に示されている。データ信号の収集（５）は、例えば、利用者のリハビリ
、又は心拍数（１）、血圧（２）、歩容（３）、及びバランス（４）を含む歩行パターン
に関して予測分析及び推奨をするために、システムに利用される。データ分析は、装置に
おいて（６）、又は利用者のスマートデバイス、又はクラウド、又は遠隔サーバーにおい
て実行される。その後、データの分析及び表示は、活動追跡、バイオメトリクス、安全、
及び非常的な特徴を含むがこれらに限定されない利用者のインタラクション（７）、及び
／又は第三者インタラクション（８）に繋がる。活動追跡は、歩数、マイル、又は活動速
度、利用者によってスマート移動補助装置に加えられている圧力、又は活動タイプを含ん
でもよい。センサのデータ及び分析は、転倒の検出及び警報と、利用者パターンの分析と
、利用者パターンの変更とのために利用されてもよい。システムは、利用者が如何歩くか
を分析し、歩行パターンの改善方法について利用者にアドバイスを提供することができる
。改善方法に関するデータは、視覚、音／声、又は振動の形態で表示されてもよい。また
、スマート移動補助装置は、データ表示の方法を利用して、利用者又は／介護者に利用者
の健康メトリクス及び健康状態についてライブフィードバックを提供してもよい。
【００８０】
　評価結果が得られたら、主に最近の実データが低下した又は低下が予報された場合に、
中央処理ユニットは、装置の利用者又は第三者にインタラクトしてもよい。当該インタラ
クションは、例えば、通知ライト、音、振動、又は利用者のための画面表示（７）などの
手段を用いて、直接にスマート移動補助装置を通じて実行されてもよい。また、当該イン
タラクションは、他のデバイスにおける知らせ（例えば、電話、プッシュ通知、テキスト
、警報、スマートフォン、等）をするために、ワイヤレス接続（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ（登
録商標）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＳＩＭ、移動体通信方式）を利用して第三
者に直接に連絡することができる。また、中央処理ユニットは、クラウド、スマートデバ
イス、又は介護者スマートデバイス（図４、５、６を参照）を通信コンジット（conduit
）として利用し、他のデバイス又はシステム（例えば、ウエブポータル（web portal）、
電話、スマートフォン、テキスト、など）まで装置の利用者及び第三者に警報を届いても
よい。
【００８１】
　電源：
【００８２】
　スマート移動補助装置は、軽量且つ再充電可能なリチウム電池、又は充電不要の使い捨
て長寿命電池を備えてもよい（図２を参照）。再充電可能な電池の場合は、利用者は、杖
を上向きの状態で－使用状態で－充電機（充電パッド）の上に置くだけで充電することが
できる。杖は、ワイヤレス、又はセルフ着脱マグネチックプラグによって充電できる。そ
れに加え、杖は、移動によって発生されるセルフ充電機構を備えてもよく、また、リチウ
ムイオンポリマーバッテリ充電機を備え、Ｍｉｃｒｏ－ＵＳＢ（登録商標）又は通常のＵ
ＳＢ（登録商標）を通じて管理されてもよい。
【００８３】
　スマート移動補助装置は、誘導又はワイヤレス充電を通じてワイヤレス充電することが
できる。図７Ａは、ワイヤレス充電パッド（１）上のスマート杖を示している。杖の基部
３は、誘導充電コイル（２）を備え、充電パッド（３）内部のコイルから受電する。充電
パッドは、電線（４）によって、壁付きコンセント又はＵＳＢ（登録商標）ポートなどの
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電源に接続される。杖は、パッドの上に設置されて充電し、電線に接続又は接触すること
なく、パッドから外されることができる。
【００８４】
　図７Ｂに示されているように、容易に取り付けるため、充電機は、スマート装置本体に
嵌入することができる。スマート装置本体との接続は、セルフ着脱マグネチックプラグを
含んでもよい。
【００８５】
　サービスストア：
【００８６】
　スマート移動補助装置は、アプリケーション及びサービスが開発され、利用者に提供さ
れる移動補助装置ソフトウエアプラットフォーム、アプリケーションストアにアクセスす
ることが考えられる。また、開発者によって移動補助装置と合わせて利用するための更な
る特徴の取り組みのために、オープンアプリケーションプログラムインタフェース（open
 API）が設けられている。
【００８７】
　ここである特徴又は要素が他の特徴又は要素の「上（on）」であると記載された場合は
、直接に他の特徴又は要素の上であってもよく、或いは、入り込んでいる特徴及び／又は
要素も含むことを意味する。反対に、ある特徴又は要素が他の特徴又は要素の「直接の上
（directly on）」であると記載された場合は、入り込んでいる特徴及び／又は要素が含
まれないことを意味する。また、ある特徴又は要素が他の特徴又は要素に「接続される（
connected）」、「接触される（attached）」、又は「結合される（coupled）」と記載さ
れた場合は、直接に他の特徴又は要素に接続される、接触される、又は結合される状態で
あってもよく、或いは、入り込んでいる特徴及び／又は要素も含むことを意味する。反対
に、ある特徴又は要素が他の特徴又は要素に「直接に接続される（directly connected）
」、「直接に接触される（directly attached）」、又は「直接に結合される（directly 
coupled）」と記載された場合は、入り込んでいる特徴及び／又は要素が含まれないこと
を意味するのも理解されるであろう。一実施形態について記載した又は示した場合であっ
ても、記載した又は示した特徴及び要素は、他の実施形態にも準用されることを意味する
。当業者に認識されるように、ある構造又は特徴が他の特徴に「隣接して（adjacent）」
配置されると記載された場合は、重なる部分又は隣接の特徴の基礎となる部分が含まれて
もよい。
【００８８】
　ここで使用されている専門用語は、特定の実施形態を説明するためのものであり、本発
明を限定する意図ではない。例えば、ここで使用されているように、単数形「１つ（a）
」、「１つ（an）」、及び「その（the）」は、本文中に別途の明確な説明がない限り、
複数の対象も含む。更に、本明細書に使われている「含む（comprises）」及び／又は「
含んでいる（comprising）」との記述は、説明された特徴、ステップ、操作、要素、及び
／又はコンポーネントの存在を意味するものであり、１つ以上の他の特徴、ステップ、操
作、要素、コンポーネント、及び／又はそれらの一群の存在を排除する意図ではないこと
が理解されるであろう。ここで使用されているように、「及び／又は」の記述は、１つ以
上の関連する列挙項の任意の及び全ての組み合わせを含み、「／」で略して記載している
。
【００８９】
　「下（under）」、「下位（below）」、「下方（lower）」、「上方（over）」、「上
位（upper）」などの空間位置関係の用語及び類似的な用語は、図面に示されている、あ
る一要素又は特徴が他の一要素（複数の要素）又は一特徴（複数の特徴）に関する関係を
容易に説明するために使用されてもよい。空間位置関係の用語は、図面に示されている向
き以外に、利用又は操作中における装置の異なる向きを含めて記述する意図であることが
理解されるであろう。例えば、図面の装置が反転された場合は、他の要素又は特徴に関し
て「下（under）」又は「低い位置（beneath）」にあった要素は、他の要素又は特徴に関
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向きを両方含めて指すことができる。装置は他の向き（９０度回転又はその他の向き）に
なることも可能であり、ここで使用されている空間位置関係の記述は、対応して解釈され
る。類似的に、本文中に別途の明確な説明がない限り、「上向きに（upwardly）」、「下
向きに（downwardly）」、「垂直な（vertical）」、「水平な（horizontal）」などの用
語及び類似的な用語は、説明のみのために使用されているものである。
【００９０】
　用語「第１」及び「第２」は、別々の特徴／要素を記述するために使用されてもよいが
、それらの特徴／要素は、本文中に別途の明確な説明がない限り、これらの用語に限定さ
れるべきではない。これらの用語は、一特徴／要素を他の特徴／要素から区別するために
使用されてもよい。従って、本発明の本質から逸脱することなく、後述に記載の第１特徴
／要素は、第２特徴／要素を指すことがあり得る。類似的に、後述に記載の第２特徴／要
素は、第１特徴／要素を指すこともあり得る。
【００９１】
　実施例を含み、本明細書及び請求項に使用されているように、本文中に別途の明確な説
明がない限り、単語「約」又は「大凡」は、明確に示されていない場合でも、全ての数値
に前置されているように解読されてよい。単語「約」又は「大凡」は、値及び／又は位置
を記述するときに、当該値及び／又は位置は、合理的な予想された値及び／又は位置の範
囲内であることを表すために使用されてよい。例えば、数値は、明示された値（又は値の
範囲）の＋／－０．１％の値であってもよく、明示された値（又は値の範囲）の＋／－１
％の値であってもよく、明示された値（又は値の範囲）の＋／－５％の値であってもよく
、明示された値（又は値の範囲）の＋／－１０％の値であってもよく、等。ここで列挙さ
れた任意の数値範囲は、それらに包摂される全ての部分範囲が含まれることを意図する。
【００９２】
　前述に様々な例示的な実施形態が記載されたが、請求項に記載される本発明の範囲から
逸脱することなく、様々な実施形態に対して任意の複数の変更が可能である。例えば、様
々な記載された方法のステップにおいて、実行する順番は、代替的な実施形態において変
更されることが可能であり、更に他の代替的な実施形態において１つ以上の方法ステップ
が完全にスキップされることも可能である。様々な装置及びシステムの実施形態における
選択的な特徴は、いくつかの実施形態に含まれるが、他の実施形態に含まれないこともあ
り得る。従って、前述の記載は、主に代表的な目的のために提供されたものであり、請求
項に提示される本発明の範囲を限定するように解釈されるべきではない。
【００９３】
　ここに記載の例示及び図示は、実例として、非限定的に、本発明の主題が実行される具
体的な実施形態を示す。前述したように、他の実施形態が利用されることもあり、それら
は、本発明の範囲から逸脱することなく、構造及び論理上の代用及び変更を行うことによ
って得られる。これらの本発明の主題に係る実施形態は、１つ以上の実施形態が開示され
ている場合は、自発的に本明細書の範囲を任意１つの発明又は発明の概念に限定する意図
ではなく、単なる便利のために用語「発明」によって単独的に又は集合的に参照される。
従って、具体的な実施形態が図示及び記述されているが、同様な目的を実現するために算
出した任意の配置は、示された具体的な実施形態の代わりであってよい。本開示は、様々
な実施形態の任意及び全ての改変又はバージョンを含む意図である。前述した実施形態の
結合、及びここで明確に記載されていない実施形態は、当業者が前記の記載を検討するこ
とによって明白になるであろう。
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